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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
12

月
７
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
６
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。　

市
指
定
有
形
文
化
財
油
屋
復
原
業

務
委
託
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

（
議
案
第
64
号
）

　

契
約
金
額
は
２
億
４
５
５
万
２

千
円
で
業
務
箇
所
は
平
成
26
年
度

に
復
原
が
終
了
し
た
中
油
屋
と
呼

ば
れ
る
座
敷
の
南
側
隣
接
部
で
す
。

問
：
小
郡
の
業
者
を
下
請
け
に
使

う
の
か
。
ま
た
完
成
予
定
は
い
つ

か
。

答
：
市
指
定
有
形
文
化
財
で
あ
り
、

文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
損
な
わ

な
い
技
術
が
必
要
で
す
が
、
そ
う

い
う
技
術
が
必
要
な
い
箇
所
に
つ

い
て
は
、
地
元
の
業
者
に
一
部
発

注
し
て
い
ま
す
。
工
期
は
平
成
31

年
３
月
12
日
ま
で
の
予
定
で
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
12

月
８
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
９
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
53
号
）

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

国
が
定
め
る
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

問
：
介
護
保
険
課
と
し
て
、
仕
事

が
ど
う
変
わ
る
の
か
。

答
：
地
域
密
着
型
通
所
介
護
の
指

定
権
者
が
県
か
ら
小
郡
市
に
変
わ

り
、
新
規
・
更
新
申
請
、
変
更
届

出
等
や
実
地
指
導
、
監
査
も
小
郡

市
が
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
28
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
59
号
）

　

児
童
福
祉
総
務
費
、
委
託
料

７
４
３
万
８
千
円
の
減
額
は
、
あ

す
み
地
区
に
建
設
中
の
マ
ン
シ
ョ

ン
の
中
に
、
市
内
の
医
療
法
人
が

病
児
・
病
後
児
保
育
所
を
設
置
す

る
と
い
う
こ
と
で
委
託
料
を
計
上

し
て
い
ま
し
た
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン

建
設
が
遅
れ
て
お
り
今
年
度
中
の

開
設
が
出
来
な
く
な
っ
た
も
の
で

す
。

問
：
病
児
・
病
後
児
の
保
育
事
業

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

常 任 委 員 会 審 査 報 告

幼
児
教
育
に
つ
い
て

　

小
郡
市
立
幼
稚
園
の
今
後
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
８
月
23
日

付
で
保
護
者
へ
の
説
明
が
あ
っ
て
お

り
。
ま
た
、
10
月
１
日
付
の
広
報

「
お
ご
お
り
」
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

市
教
育
委
員
会
で
は
、
幼
児
施
設
審

議
会
答
申
を
踏
ま
え
検
討
を
重
ね
た

結
果
、
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
と
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
❶
公
立
幼
稚

園
の
基
本
的
な
あ
り
方
、
❷
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
の
成
果
、
❸
課
題
、

❹
公
立
幼
稚
園
と
私
立
幼
稚
園
の
違

い
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。

市
長

−

❶
公
立
幼
稚
園
は
幼
児
教
育

の
課
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
も

と
に
、
公
立
・
私
立
の
保
育
所
、
幼

稚
園
と
の
横
の
連
携
や
小
学
校
と
の

縦
の
連
携
な
ど
に
つ
い
て
本
市
の
幼

児
教
育
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
担
う

重
要
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

教
育
長

−
❷
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

と
し
て
は
、
平
成
27
、
28
年
度
に
市

の
指
定
研
究
と
し
て
幼
稚
園
、
保
育

所
か
ら
小
学
校
へ
進
学
す
る
接
続
期

に
お
け
る
連
続
性
の
あ
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
開
発
に
つ
い
て
小
郡
、
三
国

両
幼
稚
園
で
研
究
し
て
お
り
、
先
月

11
月
に
研
究
発
表
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
未
就
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
園
で
保
護
者
を
は
じ
め
未
就

園
児
の
交
流
、
相
談
の
場
を
提
供
し
、

保
護
者
に
対
し
て
は
さ
ら
に
子
育
て

ミ
ニ
講
座
を
開
設
し
好
評
を
得
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

❸
課
題
と
し
て
は
、
今
回
開
発
し
ま

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の

充
実
と
小
学
校
側
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か

ら
ス
タ
ー
ト
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
へ
の
結

び
つ
き
を
充
実
し
て
い
く
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

❹
公
立
幼
稚
園
と
私
立
幼
稚
園
の
違

い
と
し
て
は
、
私
立
の
場
合
は
、
い

ろ
ん
な
形
で
付
加
価
値
を
つ
け
て
幼

稚
園
を
運
営
し
て
い
ま
す
が
、
公
立

の
場
合
は
、
遊
び
を
基
本
と
し
た
幼

稚
園
教
育
要
領
に
則
っ
た
保
育
を
実

践
す
る
と
い
う
こ
と
を
１
番
基
本
に

し
て
お
り
、
そ
こ
に
特
色
が
あ
る
と

思
い
ま
す
し
、
地
域
に
お
け
る
幼
児

教
育
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
く
、
そ
こ
に
私
立
と
の
違
い
が

あ
る
と
考
え
取
り
組
み
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

廣
瀬
勝
栄
議
員

（
市
民
ク
ラ
ブ
）
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で
新
規
事
業
所
は
ど
の
く
ら
い
の

規
模
で
開
業
さ
れ
る
の
か
。

答
：
９
月
の
オ
ー
プ
ン
を
目
標
に

進
め
て
い
か
れ
る
と
の
こ
と
で
す

が
、
受
入
児
童
数
等
は
ま
だ
決
ま

っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
12

月
９
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
10
件
（
分

割
付
託
２
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
57
号
）

　

上
水
道
の
み
を
使
用
す
る
下
水

道
使
用
者
に
対
し
て
、
平
成
29
年

４
月
５
月
分
の
使
用
料
か
ら
三
井

水
道
企
業
団
に
下
水
道
使
用
料
の

賦
課
徴
収
の
業
務
委
託
を
行
う
に

あ
た
り
、
水
道
料
金
と
同
時
に
下

水
道
使
用
料
の
督
促
を
行
う
場
合

に
つ
い
て
、
督
促
手
数
料
の
改
定

を
行
う
も
の
で
す
。

問
：
対
象
者
の
割
合
と
一
体
徴
収

の
効
果
は
。

答
：
全
使
用
者
の
約
８
割
が
上
水

道
使
用
者
で
、
そ
の
方
が
一
体
徴

収
の
対
象
に
な
り
、
徴
収
率
が
増

え
る
こ
と
に
よ
り
収
納
す
る
使
用

料
が
約
３
５
０
万
円
増
え
る
と
い

う
試
算
を
し
て
い
ま
す
。

　
★
小
郡
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
（
議
案
第
52
号
）

　

外
国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係

る
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
に
関
す
る

法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
54

号
）

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

運
営
推
進
会
議
の
設
置
を
義
務
付

け
る
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
55
号
）

　

医
療
費
控
除
の
新
た
な
特
例
と

し
て
、
生
計
を
一
に
す
る
家
族
で

ま
と
め
て
特
定
一
般
医
薬
品
（
ス

イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）
を
購
入

し
た
金
額
が
、
年
間
１
万
２
千
円

を
超
え
た
場
合
に
医
療
費
控
除
が

で
き
る
こ
と
等
、
全
体
で
８
項
目

に
わ
た
る
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
特
別
会
計
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て
（
議
案
第
56
号
）

　

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
下
水

道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法
を
適

用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
小
郡
市
特

別
会
計
の
中
か
ら
小
郡
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
を
削
除
す
る
も
の

で
す
。

★
小
郡
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
58
号
）

　

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
本
市

下
水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法

を
適
用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
方

公
営
企
業
の
設
置
及
び
そ
の
経
営

の
基
本
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め

る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
60
号
）

　

償
還
金
４
０
９
３
万
１
千
円
は
、

平
成
27
年
度
国
保
療
養
給
付
費
等

負
担
金
の
確
定
に
伴
い
、
超
過
交

付
と
な
っ
た
国
庫
負
担
金
を
返
還

す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
（
介
護
保
険
事
業

勘
定
）
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の

承
認
に
つ
い
て
（
議
案
第
61
号
）

　

保
険
給
付
費
は
、
平
成
28
年
４

月
か
ら
９
月
ま
で
の
半
年
間
の
実

績
を
も
と
に
、
本
年
度
の
決
算
見

込
み
を
行
い
補
正
す
る
も
の
と
、

予
算
の
一
部
組
み
替
え
を
行
う
も

の
で
、
全
体
と
し
て
９
７
０
５
万

円
増
額
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
62
号
）

　

予
算
額
の
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
当
初
、
不
動
産
売
り
払
い
収

入
充
当
の
一
般
財
源
で
予
定
し
て

い
ま
し
た
が
、
地
方
債
を
充
当
す

る
よ
う
組
み
替
え
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
の
承
認
に
つ
い
て
（
議
案
第

63
号
）

　

公
共
下
水
道
整
備
事
業
の
工
事

費
３
７
６
０
万
円
の
増
額
は
、
当

初
、
国
に
要
望
し
て
い
た
予
算
が

認
め
ら
れ
ず
、
６
月
議
会
で
減
額

補
正
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
追

加
要
望
が
認
め
ら
れ
た
た
め
復
活

さ
せ
る
も
の
で
す
。

★
大
刀
洗
町
と
小
郡
市
と
の
下
水

道
に
係
る
排
水
協
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
65
号
）

　

平
成
29
年
３
月
31
日
を
も
っ
て

協
定
期
間
が
終
了
す
る
の
に
伴
い
、

利
用
期
間
の
延
長
を
行
う
も
の
で

す
。

★
小
郡
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
66
号
）

　

平
成
28
年
度
の
人
事
院
勧
告
に

基
づ
き
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員

の
給
与
改
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
、
本
市
一
般
職
員
の
給
料

表
、
勤
勉
手
当
及
び
扶
養
手
当
に

つ
い
て
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の

の
給
与
、
旅
費
及
び
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第

67
号
）

　

国
家
公
務
員
の
特
別
職
及
び
県

内
各
市
の
特
別
職
の
期
末
手
当
の

支
給
率
を
踏
ま
え
、
市
長
、
副
市

長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の
支

給
率
に
つ
い
て
条
例
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、

費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て
（
議
案
第
68

号
）

　

国
家
公
務
員
の
特
別
職
及
び
県

内
各
市
の
特
別
職
の
期
末
手
当
の

支
給
率
を
踏
ま
え
、
市
議
会
議
員

の
期
末
手
当
の
支
給
率
に
つ
い
て

条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容
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★
平
成
28
年
度
小
郡
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）
の
承
認
に

つ
い
て
（
議
案
第
69
号
）

　

人
事
院
勧
告
の
内
容
に
従
い
人

件
費
の
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12月定例会議案審議結果
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果
第５２号 小郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５３号 小郡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 可　決

第５４号 小郡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５５号 小郡市税条例等の一部を改正する条例の制定について 可　決
第５６号 小郡市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第５７号 小郡市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第５８号 小郡市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 可　決
第５９号 平成28年度小郡市一般会計補正予算（第５号）の承認について 可　決
第６０号 平成28年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）の承認について 可　決

第６１号 平成28年度小郡市介護保険事業特別会計（介護保険事業勘定）補正予算（第２号）の承認に
ついて 可　決

第６２号 平成28年度小郡市工業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決
第６３号 平成28年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第３号）の承認について 可　決
第６４号 市指定有形文化財油屋復原業務委託契約の締結について 可　決
第６５号 大刀洗町と小郡市との下水道に係る排水協定について 可　決
第６６号 小郡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第６７号 特別職の職員で常勤のものの給与、旅費及び退職手当に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 可　決

第６８号 小郡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 可　決

第６９号 平成28年度小郡市一般会計補正予算（第６号）の承認について 可　決
第７０号 平成28年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の承認について 可　決

第７１号 平成28年度小郡市介護保険事業特別会計（介護保険事業勘定）補正予算（第３号）の承認に
ついて 可　決

第７２号 平成28年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第４号）の承認について 可　決
同意案第５号 監査委員の選任について 同　意
議員提出議案
第６号 地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について 否　決

賛否が分かれた案件（案件名については、上段の「議案審議結果」をご参照ください。）
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●議長（井上勝彦）は表決に参加しません。


